
平成２６年（２０１４年）８月７日発行－３－　　（２４３号） 市 議 会 だ よ り
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医 医各案件に対する討論の原稿は、議員が作成しています。

反
対
討
論
（
要
旨
）

中
山
克
己
（
自
民
党
小
金
井
）

　

憲
法
で
最
も
重
要
な
も
の
は
国
民

主
権
と
基
本
的
人
権
で
、
こ
れ
ら
は

他
国
か
ら
侵
害
さ
れ
る
と
守
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
外
交
の
基
本
で
、
対

話
と
併
せ
て
相
手
の
理
不
尽
な
行
動

に
対
抗
す
る
準
備
を
怠
ら
な
い
こ
と

が
大
変
重
要
で
あ
る
。
全
て
の
政
治

家
は
憲
法
遵
守
義
務
が
あ
る
と
同
時

に
、
国
家
、
国
民
の
生
存
権
を
全
う

す
る
義
務
も
あ
り
、
憲
法
が
認
め
る

自
衛
権
の
解
釈
の
範
疇
で
国
と
国
民

の
生
存
を
全
う
す
る
に
は
ど
う
あ
る

べ
き
か
検
討
し
、
決
定
す
る
こ
と
は

政
治
家
の
義
務
で
あ
り
、
ま
さ
に
立

憲
主
義
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
る
。

賛
成
討
論
（
要
旨
）

水
上
洋
志
（
日
本
共
産
党
）

　

集
団
的
自
衛
権
の
行
使
は
、
我
が

国
が
武
力
攻
撃
を
受
け
て
い
な
く
て

も
他
国
の
戦
争
に
参
加
す
る
こ
と
で

あ
り
、
従
来
の
制
約
を
超
え
「
戦
闘

地
域
」
に
踏
み
出
す
大
転
換
で
、
断

じ
て
認
め
ら
れ
な
い
。
憲
法
第
９
条

が
禁
じ
る
武
力
行
使
に
踏
み
込
み
、

日
本
の
若
者
が
海
外
の
戦
場
で
血
を

流
す
事
態
は
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
。

ま
た
、
閣
議
決
定
で
そ
の
容
認
を
行

う
こ
と
は
、
時
の
政
権
が
勝
手
に
解

釈
改
憲
を
行
う
こ
と
で
あ
り
、
憲
法

の
立
憲
主
義
を
侵
す
も
の
で
暴
挙
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
よ
っ
て
本
意

見
書
に
賛
成
す
る
。

賛
成
討
論
（
要
旨
）

田
頭
祐
子
（
生
活
者
ネ
ッ
ト
）

　

安
倍
首
相
は
、
閣
議
決
定
で
武
力

行
使
を
可
能
と
さ
せ
る
方
針
を
変
更

し
て
い
な
い
。
自
民
党
内
部
か
ら
も
、

歴
代
内
閣
の
議
論
の
積
み
重
ね
を
な

い
が
し
ろ
に
し
て
い
る
、
憲
法
は
解

釈
で
決
定
す
べ
き
で
な
い
、
政
府
の

判
断
で
憲
法
第
９
条
を
空
洞
化
さ
せ

る
も
の
だ
と
の
批
判
が
あ
る
。
他
国

を
守
る
た
め
に
自
衛
隊
を
海
外
派
遣

す
る
国
に
変
え
る
の
か
と
い
う
国
民

の
不
安
も
高
ま
っ
て
い
る
。
戦
後　
６９

年
が
経
っ
た
が
、
一
度
も
敵
の
攻
撃

を
受
け
ず
犠
牲
も
出
さ
な
か
っ
た
。

再
び
戦
争
へ
の
道
を
歩
ま
ぬ
た
め
、

国
会
で
の
十
分
な
議
論
が
必
要
。

 
賛
成
討
論
（
要
旨
）

露
口
哲
治
（
自
民
党
小
金
井
）

　

我
が
国
は
、
世
界
的
に
も
地
震
の

多
い
国
で
あ
る
。
原
子
力
発
電
に
依

存
し
て
「
経
済
効
果
を
期
待
す
る
」

と
い
う
発
想
は
、
福
島
第
一
原
子
力

発
電
所
の
事
故
で
大
き
く
変
わ
っ
た
。

３
年
以
上
経
過
し
て
も
政
府
は
放
射

線
被
害
を
収
束
で
き
な
い
事
実
に
鑑

み
れ
ば
、
日
本
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策

に
お
い
て
原
子
力
発
電
を
廃
止
す
る

方
針
を
定
め
る
べ
き
で
あ
る
。
今
後

の
人
口
減
少
と
そ
れ
に
見
合
っ
た
経

済
発
展
を
考
慮
し
、
原
子
力
発
電
以

外
の
あ
ら
ゆ
る
代
替
手
段
で
必
要
な

電
力
量
を
確
保
す
る
こ
と
に
取
り
組

む
べ
き
で
あ
る
。

 
賛
成
討
論
（
要
旨
）

関
根
優
司
（
日
本
共
産
党
）

　

日
本
経
済
は
ル
ー
ル
な
き
資
本
主

義
で
あ
る
が
、
弱
肉
強
食
の
ジ
ャ
ン

グ
ル
の
頂
点
に
立
つ
肉
食
獣
も
、
弱

い
動
物
、
食
物
、
バ
ク
テ
リ
ア
に
至

る
豊
か
な
生
態
系
が
あ
る
か
ら
こ
そ

頂
点
に
立
っ
て
い
ら
れ
る
。
Ｔ
Ｐ
Ｐ

は
こ
の
豊
か
な
生
態
系
の
日
本
経
済

を
砂
漠
に
変
え
る
。
日
々
生
活
し
て

い
る
国
民
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
Ｔ

Ｐ
Ｐ
交
渉
か
ら
の
撤
退
し
か
選
択
肢

は
な
い
。
米
国
通
商
代
表
部
は
Ｔ
Ｐ

九
州
電
力
・
川
内
原
子
力
発
電
所

な
ど
原
子
力
発
電
所
の

再
稼
働
に
反
対
す
る
意
見
書

Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
か
ら
の

撤
退
を
求
め
る
意
見
書

Ｐ
交
渉
に
と
ど
ま
ら
ず
他
分
野
に
わ

た
る
関
税
・
非
関
税
措
置
の
撤
廃
を

求
め
て
い
る
。
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
と
同
時

に
日
米
並
行
協
議
の
即
刻
中
止
を
。

 
賛
成
討
論
（
要
旨
）

板
倉
真
也
（
日
本
共
産
党
）

　

わ
ず
か　

日
間
で
閉
幕
す
る
オ
リ

１６

ン
ピ
ッ
ク
の
た
め
に
巨
大
施
設
を
建

設
す
る
こ
と
は
、
世
界
的
な
潮
流
に

逆
行
す
る
。
Ｉ
Ｏ
Ｃ
の
環
境
基
準
で

は
、
既
存
施
設
を
で
き
る
だ
け
活
用

す
る
こ
と
、
改
修
で
き
な
い
場
合
に

限
り
新
し
く
建
設
し
て
も
よ
い
こ
と
、

地
域
に
あ
る
制
限
条
項
に
従
っ
て
自

然
や
景
観
を
損
な
う
こ
と
な
く
設
計

す
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
新
国

立
競
技
場
の
建
設
計
画
は
、
こ
の
基

準
に
反
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

都
民
・
国
民
に
多
年
に
わ
た
り
莫
大

な
負
担
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
計
画

は
、
根
本
か
ら
改
め
る
べ
き
で
あ
る
。

 
反
対
討
論
（
要
旨
）

岸
田
正
義
（
市
議
会
民
主
党
）

　

も
と
も
と
第
１
地
区
と
一
体
の
ま

ち
づ
く
り
で
あ
る
南
口
再
開
発
に
第

２
地
区
の
権
利
者
も
多
大
な
協
力
を

し
て
き
た
経
緯
が
あ
り
、
権
利
者
が

自
ら
の
財
産
で
事
業
を
行
う
権
利
は

尊
重
さ
れ
る
べ
き
。
詳
細
な
事
業
計

画
は
都
市
計
画
決
定
後
に
な
さ
れ
る

も
の
で
事
業
計
画
と
都
市
計
画
決
定

の
説
明
は
別
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

本
決
議
に
は
賛
成
で
き
な
い
が
、
計

画
的
都
市
基
盤
整
備
の
タ
イ
ミ
ン
グ

を
逃
さ
ず
に
将
来
へ
の
責
任
を
果
た

す
た
め
、
説
明
会
に
限
ら
ず
市
民
へ

の
丁
寧
な
説
明
を
重
ね
、
円
滑
な
合

意
形
成
を
図
る
努
力
を
市
に
求
め
る
。

新
国
立
競
技
場
建
設
の

抜
本
的
見
直
し
と
解
体
工
事
の

中
止
を
求
め
る
意
見
書

武
蔵
小
金
井
駅
南
口

第
２
地
区
市
街
地
再
開
発

事
業
に
関
す
る
決
議

憲
法
解
釈
の
変
更
に
よ
る

集
団
的
自
衛
権
行
使
の
容
認
に

再
度
反
対
す
る
意
見
書

議　

決　

結　

果

○賛成　×反対　△退席

意見書・決議の審議結果
※可決された意見書は、国等の関係機関に送付しました。原稿は提案議員が作成しています。

会派名（人数）　 ※議長は除く
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が
お
も
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款要旨（提案議員が作成）件　　　名

原案可決○○○×○○○△○×
安倍首相は「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の報告書を受け、集団的自衛権の
行使を認めるという憲法解釈変更の方向性を表明し、政府与党に検討を指示した。政府が、憲
法解釈を変えることを閣議決定することは、国民主権や立憲主義の否定にほかならない。憲法
解釈の変更による集団的自衛権行使の容認を行わないよう再度強く求める。

憲法解釈の変更による集
団的自衛権行使の容認に
再度反対する意見書

可　
　
　
　
　

決

原案可決○○○×○○○×○○
大飯原発は「運転してはならない」という画期的な判決が出た。しかし、火山リスクの議論が
不十分なままで、川内原発は再稼働の第一候補となっている。事故後の放射能汚染水対策や被
災者への対応もできないなかでの、原子力発電所の再稼働を行わないことを強く求める。

九州電力・川内原子力発
電所など原子力発電所の
再稼働に反対する意見書

原案可決○○○○○○○×○○

HPVワクチン接種による副反応は「心身の反応」であるとして、積極勧奨の再開の是非が検討
されている。運動障がいや高次脳機能障がいなどの実態を見れば「心因性」では説明がつかな
い。副反応症状の治療体制も確立されていない。実態の詳細な調査と結果の公表、治療法の確
立・開発・研究と、自治体内に相談窓口の設置を求める。

HPVワクチン（子宮頸が
んワクチン）接種者の副
反応被害に関する実態調
査と治療方法の早期確立
を求める意見書

原案可決○○○○○○○○○○

災害救助法に基づく応急仮設住宅の入居期間を複数年延長するとともに「原発事故子ども・被
災者支援法」第９条、第１０条に基づく抜本的な住宅支援施策を実施すること。子どもの成長、
家族構成や雇用・生活条件の変化に伴う仮設住宅の住み替えを柔軟に認めること。「公営住宅へ
の入居の円滑化」の抜本的な見直しを求める。

「原発事故子ども・被災
者支援法」に基づく住宅
支援を求める意見書

原案可決○○○○○○○○○△

子どもの貧困対策大綱に基づく施策推進のため「子どもの貧困対策推進室」を内閣府に設け、
有識者、当事者、支援団体等で構成する常設の「子どもの貧困対策審議会」を設置し、市区町
村にも、子どもの貧困対策の担当部局等を設置させ、就学援助や子ども医療費助成等の自治体
間格差解消のため、財源措置を講じることを求める。

「子どもの貧困対策法」
を有効に活用することを
求める意見書

原案可決×○×○×○○○○○

若者を取り巻く雇用環境は、「使い捨て問題」や、低水準・過酷な労働条件で労働を強いる等、雇
用現場における厳しい状況が続いている。よって、若者雇用対策新法を制定し、周囲が連携し
て若者を支える枠組みを整備すること、若者の孤立化を防ぎ自立を支援する地域若者サポート
ステーション機能の強化を図ること等を求める。

総合的、体系的若者雇用
対策を求める意見書

原案可決○○○○○×○○×○

医療、介護、福祉の良質な人材を確保するため、介護報酬改定に向けて的確な対応を行うこと。
特別養護老人ホーム入所者の介護度の重度化に伴い、自立した生活が困難な低所得・低資産の
高齢者の地域での受皿作りに対し、市区町村への支援を強化すること等、消費税財源を活用し、
自治体の実情に応じた国の積極的支援を求める。

地域包括ケアシステム構
築のため地域の実情に応
じた支援を求める意見書

原案可決○○○○○○○○○○

景気全体を支え、地域経済を支える中小企業や非正規社員を取り巻く事業環境は依然厳しい。
よって、中小企業の健全な賃上げに結びつく経営基盤の強化策や資金繰り安定化策を図り、中
小企業・小規模事業者における非正規労働者の正規雇用化を促す助成金を周知し、従業員の処
遇改善を図ること等を求める。

中小企業の事業環境の改
善を求める意見書

原案可決○○○○○○○○○○

ウイルス性肝炎患者への医療費助成が限定されているため、助成の対象から外されている患者
が相当数に上っている。よって、肝硬変及び肝がんに係る医療費助成制度を創設することや、
身体障害者福祉法上の肝機能障がいによる身体障害者手帳の認定基準を緩和し、患者の実態に
即した認定制度にすることを求める。

ウイルス性肝炎患者に対
する医療費助成の拡充を
求める意見書

否　決×○○×○×××○×
オバマ米大統領との共同声明で、TPP交渉について「前進する道筋を特定した」とされた。農
産物関税の撤廃はもちろん、削減でも国内農業に重大な打撃を与え、安倍政権の公約や国会決
議にも違反する。農業以外にも影響を与え、労働者や医療、教育関係者などが強く反対してい
る。よって、TPP交渉からの撤退を求める。

TPP交渉からの撤退を求
める意見書

否　
　
　
　
　

決

否　決○×○×○○××○
×４
△１

２０２０年の東京五輪・パラリンピックの主会場となる新国立競技場計画は、景観を破壊するとと
もに改築費用や年間維持費も膨れ上がっている。よって、現計画に固執せず、幅広い意見に耳
を傾け、既存施設の改修を中心に抜本的に見直し、国立競技場解体工事を中止することを求め
る。

新国立競技場建設の抜本
的見直しと解体工事の中
止を求める意見書

否　決○○○×○○××○×
都市計画原案に関する市民説明会は、わずか１回しか開催されておらず、しかも質疑は途中で
打ち切られており、市長は説明責任を放棄している。市長に対し、この８月の都市計画決定に
拘泥せず、市財政や他の優先すべき施策への影響の検証などを行うとともに、全市民への説明
責任を全うすべく、十分な市民説明会の開催を求める。

武蔵小金井駅南口第２地
区市街地再開発事業に関
する決議


